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日割り計算 

  

 月途中で要支援から要介護に変更になった場合や、短期入所の利用があった場合等は、月額報酬であ

る予防訪問介護や予防通所介護等は日割りで算定する必要があります。ここでは日割りの入力方法を説

明しています。日割りで算定する必要がある条件、月額報酬のサービスは下記表でご確認下さい。 

 

介護予防サービスにおける「日割り計算」について 

 訪問 

介護 

通所 

介護 

通所 

リハ 

小規模 

多機能 

区分変更 ○ ○ ○ ○ 

資格取得・喪失    ○ 

転入・転出    ○ 

認定有効期間の開始・終了    ○ 

月途中におけるサービス事業者の資格異動 ○ ○ ○ ○ 

月の一部の機関が公費適用期間 ○ ○ ○ ○ 

月途中でサービス事業者の変更(同一保険者内に限る) ○ ○ ○ ○ 

月途中からのサービス提供開始    ○ 

利用者との契約解除    ○ 

介護予防特定施設入居者生活介護・介護予防認知症対応型共

同生活介護・介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所

療養介護を利用した場合 

○ ○ ○ ○ 

 

 介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーションについては、原則日割り計

算は行わず、月途中からの利用、月途中までの利用及び医療機関に何日間か入院した等の場合も、月額

満額の報酬で算定します。 

例外として、①要介護から要支援になった、②要支援から要介護になった、③同一保険者内の転居等

により事業所を変更した場合、④月途中で要支援度が変更になった場合の他、以下の場合で日割り計算

を行います。  

○介護予防特定施設入居者生活介護を月途中に退所し、その後、介護予防訪問介護等（介護予防小規模

多機能型居宅介護以外）を利用した場合は、介護予防特定施設入居者生活介護等の利用日数を減じて

得た日数により日割り計算を行う。  

○介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護を利用している利用者が、当該サービスを

利用しない日において、介護予防訪問介護等（介護予防小規模多機能型居宅介護以外）を利用する場

合は、介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護の利用日数を減じて得た日数により

日割り計算を行う。 

 

 
         保険者により上記の限りではありません。日割り算定でのは最終判断は保険者が

行う為、日割りを行う場合は必ず各保険者にご確認下さい。 
注意！！ 
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① 月途中で要支援から要介護になった場合を例

に上げて説明します。 

予防訪問介護や予防通所介護は月額算定であ

る為、要支援の期間を日割りで算定する必要

があります。 

  この場合左図のように、要支援と要介護の情

報が入った利用票/提供票を作成する必要が

あります。 

  

 

 

② 例えば4月16日に要支援2から要介護2に

区分変更されたとします。利用者台帳の認定

情報でそれぞれの情報を入力していれば左図

のように要介護状態区分と変更後要介護度に

それぞれの区分が入り、変更日は認定有効期

間の開始日が入力されています。 

 

  ※認定情報にそれぞれの情報を入れているに

も係らず片方の要介護状態だけしか表示され

ていない等の場合は直接入力していただく

か、台帳読込をクリックして下さい。 

  

 

③ まずは要支援の状態のサービスを作成しま

す。サービス区分やサービス種類は予防を選

択します。週 2回の予防訪問介護を火曜日と

木曜日で使用していたとするならば、通常「予

防訪問介護Ⅱ」を選択しますが、今回は 4 月

15 日まで要支援となる為、「予防訪問介護

Ⅱ・日割」を選択します。 
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④ 次にその日割りを算定する日付を選択しま

す。実際の利用日が火曜日と木曜日だとして

も、日割りは要支援であった期間を入力する

ため、1 日～15日を指定し確定をクリックし

ます。 

  

 

⑤ 要支援分のサービスが日割りとして入力でき

ました。次に要介護度でのサービスを入力し

ます。 

  

 

⑥ サービス区分やサービス種類は介護を選択し

ます。4月 16 日から要介護となっている為、

16 日以降、実際にサービス行った日付を指定

し、確定をクリックします。 

  

 

⑦ 介護分と予防分のサービスが入力されている

ことが確認できます。 
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 予防の日割りを入力した場合、実際に提供す

る日が不明になります。この事を踏まえ、サー

ビス内容入力画面では、「1-表示のみ」として

サービス内容を入力できるようにしています。 

  「1-表示のみ」を選択して登録した明細は、

使用点数には含まれず、実際の提供日が判断で

きます。 

 

 

 

 

 ショートステイ等を利用した場合は、ショー

トステイを利用した期間を省く為、左図のよ

うに入力します。 

 

 （例：7日～13日はショートステイを利用） 

 

 

 

 

 

 

 

ワンポイント！ 


